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第１章 河合町バリアフリー特定事業計画の策定にあたって 

 

１．特定事業計画策定の趣旨  

 

河合町では、平成２６年１０月に「河合町バリアフリー基本構想」を策定した。この

基本構想では、重点整備地区として、町内の鉄道駅３駅（大輪田駅・佐味田川駅・池部

駅）を中心とした地域を設定し、面的なバリアフリー化を図るため、当該地区内の生活

関連施設及び生活関連経路を対象に、移動円滑化のために実施すべき特定事業を定めて

いる。  

特定事業計画は、基本構想に定められた特定事業の推進を図るため、基本構想に基づ

いて、実施する事業の内容や予定期間等を示す具体的な計画を定めるものである。  

河合町では、各特定事業計画間の整合性を確保し、効率的かつ一体的なバリアフリー

化の実現を図るため、各事業者と協議・調整の上、特定事業計画を策定する。  

 

【重点整備地区におけるバリアフリー化推進の基本的な枠組み】 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

バリアフリー新法（平成 18 年 12 月施行） 

 

 

重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進  

 

河合町バリアフリー基本構想（平成 26 年 10 月策定） 

 

河合町バリアフリー特定事業計画  

 

道路特定事業の実施（法第 31 条） 

・道路管理者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施  

 

都市公園特定事業の実施（法第 34 条） 

・公園管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施  

 

建築物特定事業の実施（法第 35 条） 

・建築物所有者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施  

 

その他の事業  
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２．特定事業計画に記すべき事項  

 

（１） 道路特定事業計画 

道路特定事業は、道路やバス停留所等に関するバリアフリー化の事業であり、特定

事業計画には、次のように定める。  

・道路特定事業を実施する道路の区間  

・上記の道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間  

・その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項  

 

（２） 都市公園特定事業計画 

都市公園特定事業は、都市公園の特定公園施設（主要な園路、トイレ等）に関する

バリアフリー化の事業であり、特定事業計画には、次のように定める。  

・都市公園特定事業を実施する都市公園  

・都市公園特定事業の内容及び実施予定期間  

・その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項  

 

（３） 建築物特定事業計画 

建築物特定事業は、基本構想に位置づけられた建築物に関するバリアフリー化の事

業であり、特定事業計画には、次のように定める。  

・建築物特定事業を実施する特定建築物  

・建築物特定事業の内容及び実施予定期間  

・その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項  

 

（４） その他の事業 

基本構想には、特定旅客施設でないことから公共交通特定事業の対象とならない町

内の３駅に関する事業がその他の事業として位置付けられており、これらの事業につ

いても次の内容を特定事業計画に記載するものとする。  

・その他の事業を実施する施設  

・その他の事業の内容及び実施予定期間  

・その他の事業の実施に際し配慮すべき重要事項  
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第２章 特定事業計画について 

 

１．地区の概要  

 

旅客施設  

（１日乗降人員）  

近鉄大輪田駅（２，４２８人）  

近鉄佐味田川駅（１，７０５人） 池部駅（１，２６３人）  

重点整備地区の面積  約２９８ha 

主な生活関連施設  
河合町役場、総合福祉会館「豆山の郷」、保健センター・障害

福祉センター、総合スポーツ公園 など  

生活関連経路の延長  約１１，６００ｍ  

 

【位置図】 
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【生活関連施設】及び【生活関連経路】 
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17-28

天理・王寺線 

河合大和高田線 

凡   例 
Ａ２０ 河合町立河合第二中学校 

Ａ２１ 西大和星和台郵便局 

Ｂ０１ 河合町総合スポーツ公園 

Ｂ０２ 赤田池公園 

Ｂ０３ 釘池公園 

Ｂ０４ 中山田池公園 

Ｂ０５ 町民グラウンド 

Ｃ０１ 佐味田川連絡橋・駅前広場 

 県道 

 町道 

 

凡   例 

Ａ０１ 河合町役場 

Ａ０２ 町立体育館 

Ａ０３ 中央公民館 

Ａ０４ 西大和地区公民館 

Ａ０５ 
文化会館まほろばホール 

町立図書館 

Ａ０６ 西大和地区老人憩の家 

Ａ０７ イオン西大和店 

Ａ０８ ユニクロ西大和店 

Ａ０９ 万代河合町店 

Ａ１０ キリン堂河合町店 

Ａ１１ 東洋薬局河合店 

Ａ１２ イオンシネマ西大和 

Ａ１３ 総合福祉会館「豆山の郷」 

Ａ１４ 保健センター・障害福祉センター 

Ａ１５ 奈良ニッセイエデンの園 

Ａ１６ 河合町立河合第一小学校 

Ａ１７ 河合町立河合第二小学校 

Ａ１８ 河合町立河合第三小学校 

Ａ１９ 河合町立河合第一中学校 

 

A21 
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２．個別事業計画 

 

（１）建築物特定事業 

 

①公共施設 

 

整備対象 河合町役場 事業主体 河合町（総務課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ トイレの段差解消 

（スロープの設置） 
        

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

（自動水洗化） 
        

トイレ用案内点字版の設置 

（点字案内板設置） 
       ※ 1

誘導案内 誘導サインの設置・改良 

（誘導サインのデザイン統一） 
        

案内所の設置        ※ 2

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1  1 階のみ実施する。 

※ 2  案内所は設置せず最寄りの職員が対応する。 

  

 

整備対象 町立体育館 事業主体 河合町（保健スポーツ課） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 スロープの改良 

（スロープ幅の拡幅） 
        

自動扉の設置         

ト イ レ 多目的トイレの設置         

誘導案内 
点字ブロックの設置         

誘導サインの設置・改良 

（誘導サインの設置） 
        

案内看板の設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 中央公民館 事業主体 河合町（生涯学習課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ 
小便器に手摺を設置         

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

誘導案内 
誘導サインの設置・改良         

点字ブロック・シートの設置         

昇降関係 
エレベーターの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 西大和地区公民館 事業主体 河合町（生涯学習課） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 
自動扉の設置         

ト イ レ 
多目的トイレの設置         

誘導案内 
誘導サインの設置・改良         

点字ブロックの設置         

案内看板の設置         

昇降関係 
エレベーターの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 文化会館まほろばホール 事業主体 河合町（生涯学習課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ 
トイレの段差解消         

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

誘導案内 
点字ブロックの設置         

案内看板の設置         

昇降関係 
上下移動補助器具の設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 町立図書館 事業主体 河合町（生涯学習課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ 
トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

誘導案内 
点字シートの設置         

昇降関係 
エレベーターの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 西大和地区老人憩いの家 事業主体 河合町（福祉政策課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 自動扉の設置        ※ 1

ト イ レ オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置        ※ 2

トイレ用案内点字版の設置         

小便器に手摺を設置        ※ 3

誘導案内 誘導サインの設置・改良         

点字ブロックの設置        ※ 4

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1  自動扉の設置が困難な場合は、引き戸に変更するなどの対応を想定している。 

※ 2  高齢者の利用を想定した施設であることから、ニーズを踏まえ設置の有無も含めた検討を実

施する。 

※ 3  施設内に車椅子対応のトイレがあることから設置の有無も含めた検討を実施する。 

※ 4  利用者の多くが高齢者であることから躓きを予防するための代替案を検討する。 
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②商業施設 

 

整備対象 イオン西大和店 事業主体 イオン西大和店 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ 小便器に手摺りを設置         

トイレの段差解消         

オストメイト対応トイレの設置         

誘導案内 入口に点字ブロックの設置         

点字ブロック・シートの設置         

案内所の設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 ユニクロ西大和店 事業主体 ユニクロ西大和店 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

誘導案内 
点字ブロックの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 万代河合町店 事業主体 万代河合町店 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

誘導案内 点字シートの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 キリン堂河合町店 事業主体 キリン堂河合町店 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ トイレの段差解消         

乳幼児用設備設置         

オストメイト対応トイレの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 東洋薬局河合店 事業主体 東洋薬局河合店 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 イオンシネマ西大和 事業主体 イオンシネマ西大和 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ オストメイト対応トイレの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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③医療・福祉施設 

 

整備対象 総合福祉会館「豆山の郷」 事業主体 河合町（社会福祉協議会課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 正面玄関フロアーの段差解消 

（床の張り替え） 
        

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 床の改修時に併せて段差解消を図ることとする。 

  

 

整備対象 保健センター・障害福祉センター 事業主体 河合町（保健スポーツ課） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

トイレの段差解消         

誘導案内 誘導サインの設置・改良         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 奈良ニッセイエデンの園 事業主体 奈良ニッセイエデンの園 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ オストメイト対応トイレの設置         

誘導案内 点字シートの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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④学校 

 

整備対象 河合町立河合第一小学校 事業主体 河合町（教育委員会事務局総務課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 自動扉の設置        ※ 1

ト イ レ トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

（自動水栓化） 
       ※ 2

小便器に手摺りを設置        ※ 2

オストメイト対応トイレの設置        ※ 2

乳幼児用設備設置        ※ 2

誘導案内 点字ブロックの設置 

（校門から新館の玄関まで） 
        

点字シートの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1 職員が対応する。 

※ 2 生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレ及び多目的トイレにおいて実施する。 
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整備対象 河合町立河合第二小学校 事業主体 河合町（教育委員会事務局総務課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 自動扉の設置        ※ 1

障がい者専用の駐車場設置         

校庭、体育館、校舎までの平坦性の確保 

（スロープの設置） 
        

ト イ レ 小便器に手摺りを設置        ※ 2

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

（自動水栓化） 
       ※ 2

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

誘導案内 点字ブロックの設置 

（校門から管理棟入口まで） 
        

点字シートの設置         

昇降関係 エレベーターの設置        ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1 職員が対応する。 

※ 2 生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレにおいて実施する。 
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整備対象 河合町立河合第三小学校 事業主体 河合町（教育委員会事務局総務課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 障がい者専用の駐車場設置         

校庭、体育館、校舎までの平坦性の確保         

スロープの設置         

ト イ レ 洋式トイレの設置        ※ 1

小便器に手摺りを設置        ※ 1

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

（自動水栓化） 
       ※ 1

多目的トイレの設置 

（元用務員室に設置） 
        

誘導案内 案内図の設置         

点字ブロックの設置         

点字シートの設置         

昇降関係 エレベーターの設置        ※ 2

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1 生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレにおいて実施する。 

※ 2 職員が対応する。 
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整備対象 河合町立河合第一中学校 事業主体 河合町（教育委員会事務局総務課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 自動扉の設置        ※ 1

校庭、体育館、校舎までの平坦性の確保        ※ 2

ト イ レ 小便器に手摺りを設置        ※ 3

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化        ※ 3

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

誘導案内 点字ブロックの設置         

点字シートの設置         

昇降関係 エレベーターの設置        ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1  職員が対応する。 

※ 2  南館の出入口（2箇所）については、簡易的なスロープを設置する。 

※ 3  生徒を除く来校者が主に使用する職員トイレにおいて実施する。 
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整備対象 河合町立河合第二中学校 事業主体 河合町（教育委員会事務局総務課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 自動扉の設置        ※ 1

障がい者専用の駐車場設置         

校庭、体育館、校舎までの平坦性の確保        ※ 2

ト イ レ 小便器に手摺りを設置        ※ 3

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化        ※ 3

多目的トイレの設置         

誘導案内 案内看板の設置         

点字ブロックの設置         

点字シートの設置         

昇降関係 エレベーターの設置        ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1  職員が対応する。 

※ 2  平成 27 年度までに完了している。 

※ 3  生徒を除く来校者が主に使用する 2階職員トイレにおいて実施する。 
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⑤金融機関 

 

整備対象 西大和星和台郵便局 事業主体 西大和星和台郵便局 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 出入口の段差解消         

誘導案内 点字ブロックの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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（２）都市公園特定事業 

 

整備対象 河合町総合スポーツ公園 事業主体 河合町（保健スポーツ課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ 洋式トイレの設置         

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

事業実施位置図 

 

次頁参照 
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事業実施位置図 

 

 

 

  

洋式トイレの設置 

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

オストメイト対応トイレの設置 

乳幼児用設備設置 
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整備対象 赤田池公園 事業主体 河合町（地域活性課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

ト イ レ 多目的トイレの設置        ※ 1

誘導案内 誘導サインの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

※ 1 多目的トイレの設置が完了するまでは、西大和地区公民館のトイレを使用する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

多目的トイレの設置 

誘導サインの設置 



- 24 - 
 

 

整備対象 釘池公園 事業主体 河合町（地域活性課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 照明の設置         

ト イ レ 洋式トイレの設置         

小便器に手摺りを設置         

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

案内誘導 点字ブロックの設置         

誘導サインの設置         

案内看板の設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

事業実施位置図 

 

次頁参照 
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事業実施位置図 

 

 

 

  

照明の設置 

誘導サイン、案内看板の設置 

洋式トイレの設置 

小便器に手摺りを設置 

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

オストメイト対応トイレの設置 

乳幼児用設備設置 

点字ブロックの設置 
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整備対象 中山田池公園 事業主体 河合町（地域活性課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 障がい者専用の駐車場設置         

ト イ レ トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化         

オストメイト対応トイレの設置         

乳幼児用設備設置         

案内誘導 点字ブロックの設置         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

事業実施位置図 

 

次頁参照 
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事業実施位置図 

 

 

 

  

トイレ洗面台のユニバーサルデザイン化 

オストメイト対応トイレの設置 

乳幼児用設備設置 

障がい者専用の駐車場設置

点字ブロックの設置 
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整備対象 町民グラウンド 事業主体 河合町（保健スポーツ課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

屋 外 障がい者専用の駐車場設置 

 
        

ト イ レ 多目的トイレの設置 

 
        

案内誘導 点字ブロックの設置 

 
        

誘導サインの設置・改良 

 
        

案内看板の設置 

 
        

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

 

障がい者専用の駐車場設置 

誘導サインの設置・改良 

案内看板の設置 点字ブロックの設置 

多目的トイレの設置 



- 29 - 
 

（３）道路特定事業 

 

①単路（県道） 

 

整備対象 県道天理・王寺線 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
4.1
km

     ※ 1

歩道幅員の確保 
3.6
km

     ※ 2

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1 点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた 

 め、道路利用状況等を踏まえて検討する。 

※ 2 歩道幅員の確保や障害物（植樹桝等）の撤去については、地元住民の理解や協力等の個別対

 応も必要になることから、目標時期を含め具体的な検討を行う。 

事業実施位置図 １／６ 

 

 

 

  

点字ブロックの設置 185ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 12 箇所） 185ｍ

点字ブロックの設置 185ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 15 箇所） 185ｍ

点字ブロックの設置 120ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 22 箇所） 120ｍ

点字ブロックの設置 120ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 19 箇所） 120ｍ
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事業実施位置図 ２／６ 

 

 

 

事業実施位置図 ３／６ 

 

 

点字ブロックの設置 120ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 13 箇所） 120ｍ 

点字ブロックの設置 110ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 10 箇所） 110ｍ

点字ブロックの設置 190ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 9箇所） 190ｍ

点字ブロックの設置 180ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 11 箇所） 180ｍ

点字ブロックの設置 110ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 13 箇所） 110ｍ

点字ブロックの設置 120ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 10 箇所） 120ｍ 

点字ブロックの設置 85ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 10 箇所） 85ｍ 

点字ブロックの設置 90ｍ 

歩道幅員の確保 

（障害物除去 8箇所） 90ｍ 

点字ブロックの設置 100ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 6箇所） 100ｍ

点字ブロックの設置 135ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 12 箇所） 135ｍ 

点字ブロックの設置 105ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 9箇所） 105ｍ

点字ブロックの設置 90ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 5箇所） 90ｍ 
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事業実施位置図 ４／６ 

 

 

 

事業実施位置図 ５／６ 

 

 

 

  

点字ブロックの設置 190ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 10 箇所） 190ｍ

点字ブロックの設置 130ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 1箇所） 130ｍ 

点字ブロックの設置 315ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 26 箇所） 315ｍ

点字ブロックの設置 95ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 1箇所） 95ｍ 

点字ブロックの設置 125ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 1箇所） 125ｍ 

点字ブロックの設置 245ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 4箇所） 245ｍ 

点字ブロックの設置 185ｍ

点字ブロックの設置 235ｍ
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事業実施位置図 ６／６ 

 

 

  

点字ブロックの設置 245ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 9箇所） 245ｍ

点字ブロックの設置 200ｍ 

歩道幅員の確保（障害物除去 7箇所） 200ｍ
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整備対象 県道河合大和髙田線 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消（セミフラット化）
1.5
km

     ※ 1

乗入部の平坦性確保 
28
箇所

     ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1.5
km

     ※ 2

障害物の撤去 -      ※ 3

歩道幅員の確保 
1.5
km

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  車道と歩道の段差解消、歩道部の平坦性確保、乗り入れ部の平坦性確保については、現状及

び将来の沿道土地利用や交通量を踏まえ、上位計画の見直しや大規模改築が必要となるため具

体的な検討を行う。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。 

※ 3  歩道幅員の確保や障害物（植樹桝等）の撤去については、地元住民の理解や協力等の個別対

応も必要となることから、目標時期を含め具体的な検討を行う。 

  

事業実施位置図  

 

次頁以降参照 
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事業実施位置図 １／３ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 500ｍ 

乗入部の平坦性確保 5 箇所 

点字ブロックの設置 500ｍ 

歩道幅員の確保 500ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 410ｍ 

乗入部の平坦性確保 5 箇所 

点字ブロックの設置 410ｍ 

歩道幅員の確保 410ｍ 
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事業実施位置図 ２／３ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 470ｍ 

乗入部の平坦性確保 16 箇所 

点字ブロックの設置 470ｍ 

歩道幅員の確保 470ｍ 
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事業実施位置図 ３／３ 

 

 

 

車道部と歩道部の段差解消 110ｍ 

乗入部の平坦性確保 2 箇所 

点字ブロックの設置 110ｍ 

歩道幅員の確保 110ｍ 
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②単路（町道） 

 

整備対象 町道 1-2 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 

段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
899
m

      

乗入部の平坦性確保 
45
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
45
箇所

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 １／２ 

 

 

 

車道部と歩道部の段差解消 143ｍ 

乗入部の平坦性確保     9 箇所

障害物（街路樹）の撤去   7 箇所

車道部と歩道部の段差解消 140ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所

障害物（街路樹）の撤去   10 箇所

車道部と歩道部の段差解消 63ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所
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事業実施位置図 ２／２ 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 32ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 124ｍ 

乗入部の平坦性確保     9 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   10 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 102ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   5 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 45ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   4 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 33ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 85ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   4 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 132ｍ 

乗入部の平坦性確保     1 箇所

障害物（植樹帯）の撤去   3 箇所
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整備対象 町道 1-3 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
926
m

      

乗入部の平坦性確保 
32
箇所

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 １／２ 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 338ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 27ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 72ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 102ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 102ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所
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事業実施位置図 ２／２ 

 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 182ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 103ｍ 

乗入部の平坦性確保     9 箇所
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整備対象 町道 1-20 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 段差・ 

平坦性 
乗入部の平坦性確保 

3
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
247
ｍ

      

歩道幅員の確保 
96
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

点字ブロックの設置 96ｍ 

歩道幅員の確保   96ｍ 

乗入部の平坦性確保  3 箇所 

点字ブロックの設置 151ｍ 
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整備対象 町道 2-12 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 誘導・ 

安全性 

の確保 

歩行空間の確保 
177
ｍ

      

歩行者の安全な誘導 
177
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

歩行空間の確保   177ｍ

歩行者の安全な誘導 177ｍ
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整備対象 町道 2-22 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
208
ｍ

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
94
ｍ

      

歩道幅員の確保 
208
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 114ｍ 

歩道幅員の確保      114ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 94ｍ 

点字ブロックの設置    94ｍ 

歩道幅員の確保      94ｍ 
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整備対象 町道 14-14 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
361
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
16
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
361
ｍ

      

障害物の撤去       ※ 1

歩道幅員の確保 
361
ｍ

      

照明の設置        

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1 平成 27 年度までに完了している。 

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 115ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所

点字ブロックの設置    115ｍ 

歩道幅員の確保      115ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 35ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

点字ブロックの設置    35ｍ 

歩道幅員の確保      35ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 25ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

点字ブロックの設置    25ｍ 

歩道幅員の確保      25ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 40ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

点字ブロックの設置    40ｍ 

歩道幅員の確保      40ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 146ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所

点字ブロックの設置    146ｍ 

歩道幅員の確保      146ｍ 

照明の設置
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整備対象 町道 14-32 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 誘導・ 

安全性 

の確保 

歩行空間の確保 
260
ｍ

      

歩行者の安全な誘導 
260
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

歩行空間の確保   260ｍ 

歩行者の安全な誘導 260ｍ 
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整備対象 町道 15-7 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
1.8
ｋｍ

      

乗入部の平坦性確保 
92
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
121
箇所

      

歩道幅員の確保 
1.8
ｋｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 １／３ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 141ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   9 箇所 

歩道幅員の確保      141ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 40ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      40ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 163ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      163ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 117ｍ 

乗入部の平坦性確保     4 箇所

障害物（街路樹）の撤去   10 箇所

歩道幅員の確保      117ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 195ｍ 

障害物（植樹帯）の撤去   10 箇所 

歩道幅員の確保      195ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 26ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

歩道幅員の確保      26ｍ 
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事業実施位置図 ２／３ 

 

 

 

事業実施位置図 ３／３ 

 

 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 121ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所

障害物（街路樹）の撤去   8 箇所

歩道幅員の確保      121ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 131ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所

障害物（街路樹）の撤去   9 箇所

歩道幅員の確保      131ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 66ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所

障害物（街路樹）の撤去   6 箇所

歩道幅員の確保      66ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 122ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所

障害物（街路樹）の撤去   11 箇所

歩道幅員の確保      122ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 108ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   8 箇所 

歩道幅員の確保      108ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 127ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所

障害物（街路樹）の撤去   12 箇所

歩道幅員の確保      127ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 98ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所

歩道幅員の確保      98ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 99ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所

障害物（街路樹）の撤去  11 箇所

歩道幅員の確保      99ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 95ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所

障害物（街路樹）の撤去   9 箇所

歩道幅員の確保      95ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 133ｍ 

乗入部の平坦性確保     10 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   11 箇所 

歩道幅員の確保      133ｍ 
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整備対象 町道 15-8 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 誘導・ 

安全性 

の確保 

歩行空間の確保 
35
ｍ

      

歩行者の安全な誘導 
35
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

歩行空間の確保   35ｍ

歩行者の安全な誘導 35ｍ
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整備対象 町道 15-18 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 誘導・ 

安全性 

の確保 

歩行空間の確保 
80
ｍ

      

歩行者の安全な誘導 
80
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

歩行空間の確保   26ｍ 

歩行者の安全な誘導 26ｍ 

歩行空間の確保   30ｍ 

歩行者の安全な誘導 30ｍ 

歩行空間の確保   24ｍ 

歩行者の安全な誘導 24ｍ 
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整備対象 町道 15-26 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
94
ｍ

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
3
箇所

      

歩道幅員の確保 
37
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 37ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      37ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 57ｍ 
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整備対象 町道 16-5 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
812
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
40
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
51
箇所

      

歩道幅員の確保 
696
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 １／２ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 180ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所

障害物（街路樹）の撤去   19 箇所

歩道幅員の確保      180ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 120ｍ 

乗入部の平坦性確保     9 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   10 箇所 

歩道幅員の確保      120ｍ 
車道部と歩道部の段差解消 42ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      42ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 130ｍ 

乗入部の平坦性確保     10 箇所

障害物（街路樹）の撤去   6 箇所

歩道幅員の確保      130ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 116ｍ 
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事業実施位置図 ２／２ 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 115ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   8 箇所 

歩道幅員の確保      115ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 64ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所

歩道幅員の確保      64ｍ 
車道部と歩道部の段差解消 45ｍ 

乗入部の平坦性確保     4 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      45ｍ 
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整備対象 町道 16-16 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
254
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
9
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
8
箇所

      

歩道幅員の確保 
119
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 39ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      39ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 42ｍ 

乗入部の平坦性確保     4 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      42ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 38ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      38ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 135ｍ 
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整備対象 町道 16-23 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
573
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
36
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
39
箇所

      

歩道幅員の確保 
573
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

次頁参照 
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事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 41ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所

歩道幅員の確保      41ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 89ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   6 箇所 

歩道幅員の確保      89ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 112ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   9 箇所 

歩道幅員の確保      112ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 66ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   5 箇所 

歩道幅員の確保      66ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 41ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      41ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 39ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      39ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 42ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      42ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 143ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   11 箇所 

歩道幅員の確保      143ｍ 
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整備対象 町道 16-27 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
478
ｍ

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 ※1       

歩道幅員の確保 
478
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1 街路樹 21 箇所 植樹帯 195ｍ 

  

  

  

事業実施位置図 １／２ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 42ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所

歩道幅員の確保      42ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 35ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所

歩道幅員の確保      35ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 36ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      36ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 33ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      33ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 32ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所 

歩道幅員の確保      32ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 32ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所

歩道幅員の確保      32ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 31ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   3 箇所

歩道幅員の確保      31ｍ 
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事業実施位置図 ２／２ 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 157ｍ 

障害物（植樹帯）の撤去  151ｍ 

歩道幅員の確保      157ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 50ｍ 

障害物（植樹帯）の撤去  44ｍ 

歩道幅員の確保      50ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 

歩道幅員の確保      30ｍ 
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整備対象 町道 17-1 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
1.2
ｋｍ

      

乗入部の平坦性確保 
22
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
84
箇所

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 １／２ 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 279ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   24 箇所 車道部と歩道部の段差解消 26ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所

車道部と歩道部の段差解消 126ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   10 箇所 

車道部と歩道部の段差解消 97ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所

障害物（街路樹）の撤去   8 箇所



- 59 - 
 

 

事業実施位置図 ２／２ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 322ｍ 

障害物（街路樹）の撤去   27 箇所

車道部と歩道部の段差解消 314ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   15 箇所 
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整備対象 町道 17-10 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
835
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

次頁参照 
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事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 106ｍ

車道部と歩道部の段差解消 65ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 129ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 94ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 124ｍ

車道部と歩道部の段差解消 90ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 82ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 85ｍ 
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整備対象 町道 17-21 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
540
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
23
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
31
箇所

      

歩道幅員の確保 
264
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 276ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所

障害物（街路樹）の撤去  18 箇所

車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

障害物（街路樹）の撤去   2 箇所 

歩道幅員の確保      30ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 106ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所

障害物（街路樹）の撤去   6 箇所

歩道幅員の確保      106ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 128ｍ 

乗入部の平坦性確保     8 箇所

障害物（街路樹）の撤去   5 箇所

歩道幅員の確保      128ｍ 
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整備対象 町道 17-28 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
59
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
6
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
59
ｍ

      

歩道幅員の確保 
59
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 29ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

点字ブロックの設置    29ｍ 

歩道幅員の確保      29ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 

乗入部の平坦性確保     3 箇所 

点字ブロックの設置    30ｍ 

歩道幅員の確保      30ｍ 
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整備対象 町道 17-34 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 

段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
799
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
19
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
799
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 165ｍ 

乗入部の平坦性確保     5 箇所 

点字ブロックの設置    165ｍ

車道部と歩道部の段差解消 88ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所

点字ブロックの設置    88ｍ

車道部と歩道部の段差解消 149ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

点字ブロックの設置    149ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 167ｍ 

乗入部の平坦性確保     6 箇所

点字ブロックの設置    167ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 86ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所

点字ブロックの設置    86ｍ

車道部と歩道部の段差解消 144ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

点字ブロックの設置    144ｍ 
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整備対象 町道 17-47 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
398
ｍ

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

歩道幅員の確保 
398
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 208ｍ 

歩道幅員の確保      208ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 164ｍ 

歩道幅員の確保      164ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 13ｍ 

歩道幅員の確保      13ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 13ｍ 

歩道幅員の確保      13ｍ
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整備対象 町道 17-51 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
566
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
29
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
23
箇所

      

歩道幅員の確保 
428
ｍ

      

歩行空間の確保 
211
ｍ

      

歩行者の安全な誘導 
211
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 １／２ 

 

 

  

車道部と歩道部の段差解消 165ｍ 

乗入部の平坦性確保     12 箇所

歩道幅員の確保       27ｍ 車道部と歩道部の段差解消 281ｍ 

乗入部の平坦性確保     7 箇所

障害物の撤去        15 箇所

歩道幅員の確保      281ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 120ｍ 

乗入部の平坦性確保     10 箇所

障害物の撤去        8 箇所

歩道幅員の確保      120ｍ 
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事業実施位置図 ２／２ 

 

 

  

歩行空間の確保   14ｍ 

歩行者の安全な誘導 14ｍ 

歩行空間の確保   27ｍ 

歩行者の安全な誘導 27ｍ 

歩行空間の確保   110ｍ 

歩行者の安全な誘導 110ｍ 

歩行空間の確保   60ｍ 

歩行者の安全な誘導 60ｍ 
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整備対象 町道 18-4 号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

単 路 
段差・ 

平坦性 

車道部と歩道部の段差

解消 
60
ｍ

      

乗入部の平坦性確保 
4
箇所

      

誘導・ 

安全性 

の確保 

障害物の撤去 
2
箇所

      

歩道幅員の確保 
60
ｍ

      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

  

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所 

障害物の撤去（植樹帯）   1 箇所 

歩道幅員の確保      30ｍ 

車道部と歩道部の段差解消 30ｍ 

乗入部の平坦性確保     2 箇所

障害物の撤去（植樹帯）   1 箇所

歩道幅員の確保      30ｍ 
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③交差点（県道） 

 

整備対象 県道天理王寺線×町道 1-2 号線 事業主体 奈良県（高田土木事務所）・河合町 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 
平坦性確保       ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 2

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  平坦性の確保については、現状及び将来の沿道土地利用等踏まえて検討する必要がある。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 3  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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整備対象 県道天理王寺線×町道15-26,16-16号線 事業主体 奈良県（高田土木事務所）・河合町 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点  誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 1

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 2

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 2  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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整備対象 県道天理王寺線×町道16-27号線 事業主体 奈良県（高田土木事務所）・河合町 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点  誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 1

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 2

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 2  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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整備対象 県道天理王寺線×町道1-3、17-1号線 事業主体 奈良県（高田土木事務所）・河合町 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点  段差・ 

平坦性 
平坦性確保       ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 2

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  平坦性の確保については、現状及び将来の沿道土地利用等踏まえて検討する必要がある。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 3  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所
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整備対象 県道天理王寺線×町道17-10,17-34号線 事業主体 奈良県（高田土木事務所）・河合町 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点  段差・ 

平坦性 
平坦性確保       ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 2

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  平坦性の確保については、現状及び将来の沿道土地利用等踏まえて検討する必要がある。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 3  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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整備対象 県道天理王寺線×県道河合大和高田線 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 
平坦性確保       ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 2

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  平坦性の確保については、現状及び将来の沿道土地利用等踏まえて検討する必要がある。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 3  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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整備対象 県道天理王寺線×県道河合大和高田線 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 
平坦性確保       ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 2

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  平坦性の確保については、現状及び将来の沿道土地利用等踏まえて検討する必要がある。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 3  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所
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整備対象 県道天理王寺線×県道河合大和高田線 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 
平坦性確保       ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置       ※ 2

車両進入等の防止対策

の実施 
2
箇所

     ※ 3

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1  平坦性の確保については、現状及び将来の沿道土地利用等踏まえて検討する必要がある。 

※ 2  点字ブロックの設置については、高齢者の躓きや車椅子利用者においてはバリアになるた

め、道路利用状況等を踏まえて検討する。（実施にあたっては単路部での天理王寺線で合わせ

て考える。） 

※ 3  車両進入等の防止対策については、歩行者だまりにおける車両進入を防止するため、沿道の

土地利用等踏まえて防護柵等の設置を検討する。 

  

事業実施位置図 

 

 

 

 

 

車両進入等の防止対策の実施  2 箇所 
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④交差点（町道） 

 

整備対象 町道1-2号線×町道14-14、16-5号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 

車道と歩道の段差及び勾

配の解消による平坦化 
      ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

      

歩道幅員の確保       ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

※ 1 単路部の整備に合わせて実施する。 

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 



- 78 - 
 

 

整備対象 町道17-1号線×町道17-21号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 

車道と歩道の段差及び勾

配の解消による平坦化 
      ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

車両進入等の防止対策

の実施 
4
箇所

      

歩道幅員の確保       ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

※ 1 単路部の整備に合わせて実施する。 

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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整備対象 町道17-10号線×町道17-21号線 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

交差点 段差・ 

平坦性 

車道と歩道の段差及び勾

配の解消による平坦化 
      ※ 1

誘導・ 

安全性 

の確保 

車両進入等の防止対策

の実施 

4

箇所
      

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

※ 1 単路部の整備に合わせて実施する。 

  

  

事業実施位置図 

 

 

 

  

車両進入等の防止対策の実施  4 箇所 
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⑤バス停留所（県道） 

 

整備対象 県道天理王寺線 中山台二丁目① 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス 

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1
箇所

      

歩道幅員の確保       ※ 1

整備対象 県道天理王寺線 中山台二丁目② 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス 

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1
箇所

      

歩道幅員の確保       ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1 単路部の整備に合わせて実施する。 

  

  

  

事業実施位置図 
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整備対象 県道天理王寺線 広瀬台二丁目③ 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1
箇所

              

歩道幅員の確保 
 

             ※ 1

整備対象 県道天理王寺線 広瀬台二丁目④ 事業主体 奈良県（高田土木事務所） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1
箇所

              

歩道幅員の確保 
 

             ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

※ 1 単路部の整備に合わせて実施する。 

  

  

  

事業実施位置図 
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⑥バス停留所（町道） 

 

整備対象 町道 17-10 号線 高塚台一丁目⑤ 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1
箇所

      

歩道幅員の確保       ※ 1

整備対象 町道 17-10 号線 高塚台一丁目⑥ 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1
箇所

              

歩道幅員の確保 
 

             ※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

※ 1 単路部の整備に合わせて実施する。 

  

  

事業実施位置図 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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整備対象 町道 1-2 号線 中山台二丁目⑦ 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1

箇所
     ※ 1

整備対象 町道 1-2 号線 中山台二丁目⑧ 事業主体 河合町（まちづくり推進課） 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

バス

停留所 

誘導・ 

安全性 

の確保 

点字ブロックの設置 
1

箇所
 
            

※ 1

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

 

  

※ 1 平成 27 年度整備予定。 

  

  

事業実施位置図 
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（４）その他の事業 

 

整備対象 大輪田駅 事業主体 近畿日本鉄道株式会社 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

エレベーターの設置         

自動券売機スペースに蹴込みの設置         

多目的トイレの設置         

洋式便器の設置         

ホームと車両の間隔の解消         

内方線の設置         

音声アナウンスの設定         

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 佐味田川駅 事業主体 近畿日本鉄道株式会社 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

エレベーターの設置                

自動券売機スペースに蹴込みの設置                

多目的トイレの設置                

洋式便器の設置                

ホームと車両の間隔の解消                

内方線の設置                

音声アナウンスの設定                

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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整備対象 池部駅 事業主体 近畿日本鉄道株式会社 

事 業 内 容 
事
業
量 

事
業
費 

事業の実施計画（年度） 備 

考 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

自動券売機スペースに蹴込みの設置                

多目的トイレの設置                

洋式便器の設置                

ホームと車両の間隔の解消                

内方線の設置                

音声アナウンスの設定                

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 

  

  

 

整備対象 佐味田川連絡橋・駅前広場 事業主体 河合町・近畿日本鉄道株式会社 

事 業 内 容 
事
業
量

事
業
費

事業の実施計画（年度） 備 

考28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ～

停車スペースの確保                

上下移動の確保                

事業実施に際し配慮すべき重要事項（備考） 
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